
生駒市規則第２１号 

 給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年９月１２日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 給料等の支給に関する規則（昭和３２年７月生駒市規則第３号）の一部を次の

ように改正する。 

 第５条の７第１項の表備考第２項中「及び第３項」を削り、「ホテル営業及び

旅館営業」を「旅館・ホテル営業」に改める。 

 附則第２項の前の見出し、同項及び附則第３項を削り、附則第１項の見出し及

び項番号を削る。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


